
第７章－５

参照条文及び附帯決議

◇廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）（抄）

　（定義）
第二条　この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃

油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状
のもの（放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。

２　この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
３　（略）
４　この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
　一　事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、

廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
　二　輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄

物（政令で定めるものに限る。第十五条の四の三第一項において「航行廃棄物」とい
う。）並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。同項に
おいて「携帯廃棄物」という。）を除く。）

５・６　（略）
　（一般廃棄物処理計画）
第六条　市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般廃

棄物処理計画」という。）を定めなければならない。
２～５　（略）
　（一般廃棄物処理業）
第七条　一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする

区域（運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る
。）を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその一
般廃棄物を運搬する場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集
又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

２・３　（略）
４　一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄す

る市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者（自らその一般廃棄物を処
分する場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行
う者その他環境省で定める者については、この限りではない。

５～１２　（略）

◇資源の有効な利用の促進に関する法律（平成三年法律第四十八号）（抄）

　（定義）
第二条
１～３　（略）
４　この法律において「再生資源」とは、使用済物品等又は副産物のうち有用なものであ

って、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。



５　この法律において「再生部品」とは、使用済物品等のうち有用なものであって、部品
その他製品の一部として利用することができるもの又はその可能性のあるものをいう。

６・７　（略）
８　この法律において「特定再利用業種」とは、再生資源又は再生部品を利用することが

技術的及び経済的に可能であり、かつ、これを利用することが当該再生資源又は再生部
品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部品の
種類ごとに政令で定める業種をいう。

９　（略）
１０　この法律において「指定再利用促進製品」とは、それが一度使用され、又は使用さ

れずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源又は再生部品とし
て利用することを促進することが当該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特
に必要なものとして政令で定める製品をいう。

１１　この法律において「指定表示製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに
収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを目
的として分別回収（類似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。）をするた
めの表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令
で定める製品をいう。

１２・１３　（略）
　（事業者等の責務）
第四条　工場若しくは事業場（建設工事に係るものを含む。以下同じ。）において事業を

行う者及び物品の販売の事業を行う者（以下「事業者」という。）又は建設工事の発注
者は、その事業又はその建設工事の発注を行うに際して原材料等の使用の合理化を行う
とともに、再生資源及び再生部品を利用するよう努めなければならない。

２　事業者又は建設工事の発注者は、その事業に係る製品が長期間使用されることを促進
するよう努めるとともに、その事業に係る製品が一度使用され、若しくは使用されずに
収集され、若しくは廃棄された後その全部若しくは一部を再生資源若しくは再生部品と
して利用することを促進し、又はその事業若しくはその建設工事に係る副産物の全部若
しくは一部を再生資源として利用することを促進するよう努めなければならない。

　（特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項）
第十五条　主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用を促進するた

め、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者（以下
「特定再利用事業者」という。）の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準と
なるべき事項を定めるものとする。

２　前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定再利用業種に係る再生資源又
は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用に関する技術水準その他の事情
を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする
。

３　（略）
　（指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項）
第二十一条　主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生資源又は再生部品の利用を促進

するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う
者（以下「指定再利用促進事業者」という。）の再生資源又は再生部品の利用の促進に
関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

２　前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該指定再利用促進製品に係る再生資
源又は再生部品の利用の状況、再生資源又は再生部品の利用の促進に関する技術水準そ
の他の事項を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をする
ものとする。

３　（略）
　（指定表示事業者の表示の標準となるべき事項）



第二十四条　主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の利用を促進するため、主務省令
で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるも
のとする。

　一　材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項
　二　表示の方法その他前号に掲げる事項の表示に際して指定表示製品の製造、加工又は

販売の事業を行う者（その事業の用に供するために指定表示製品の製造を発注する事
業者を含む。以下「指定表示事業者」という。）が遵守すべき事項

２　（略）

◇民法（明治二十九年法律第八十九号）（抄）

第三十四条　祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ
目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得

◇外国為替及び外国貿易管理法（昭和二十四年法律第二百二十八号）（抄）

　（定義）
第六条　この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。
　一～四　（略）
　五　「居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有する自然人及び本邦内に主たる事務所

を有する法人をいう。非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上代
理権があると否とにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住
者とみなす。

　六　「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
　七～十六　（略）
２　居住者又は非居住者の区別が明白でない場合については、財務大臣の定めるところに

よる。

◇中小企業基本法（昭和三十八年法律第百五十四号）（抄）

　（中小企業者の範囲及び用語の定義）
第二条　この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各

号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念のの実現を図るため
効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。

１～４　（略）
５　この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人

（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人）以下
の事業者をいう。



◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案に対する附帯決議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参議院商工委員会）

　政府は、本法施行にあたり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
　一　本法が我が国のリサイクル社会の基礎づくり及び地球環境保全の一環となる法律と

して、その機能を十分発揮し、かつ排出自体の減量化にも資するものとなるよう、適
切な制度運用を図るとともに、国民・事業者の意識の向上や意見の反映に努めること
。

　二　市町村の分別収集のための施設に対する支援等、分別収集を行う市町村に対し財政
上の配慮を行うよう努めること。また、各市町村が自ら分別収集に要した費用を極力
公表するよう指導すること。
　なお、既存の民間リサイクルシステムが円滑に運用されるよう配慮するとともに、
分別収集計画の作成に際しては、民間リサイクル関係者の意見を斟酌すること。

　三　再商品化計画を策定する際は市町村の動向を十分考慮するとともに、各地域の再商
品化技術及び再商品化事業者の動向について調査を行うよう努めること。
　分別基準適合物の用途開発等に対する支援措置を講ずる等、再商品化可能量の拡大
に努めること。

　四　指定法人の事業の運営については、透明性・公平性が確保され、かつ、民間事業者
等の創意工夫が十分発揮されるよう組織や人事等において特段の配慮を行うこと。
　特に、入札制度の在り方については、評議員会の設置等を通じて適切に行うよう指
導すること。
　五　本法の適用が除外、若しくは猶予される中小企業者等においても、リサイクル
推進の重要性を踏まえ、適切な対応に努めるよう指導すること。

　六　地球環境問題の解決に資する観点から、資源の有効利用を図る関連産業の育成等の
リサイクル政策を一層推進していくとともに、情報交換や技術交流についての国際的
展開に努めること。
　なお、製品等の原料採取から廃棄に至る全段階での環境への負荷を評価するための
手法について、諸外国との連携も踏まえつつ調査研究を進め、その確立を図るよう努
めること。

　　　右決議する。



◇容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律案に対する附帯決議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（衆議院商工委員会）

　政府は、本法施行に当たり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
　一　本法が二十一世紀のリサイクル社会の基礎づくりとなる法律として、より効果的に

その機能を果していくために、排出者負担の原則を常に重視しつつ、その時々の状況
に応じた住民、市町村、事業者の間の役割分担の在り方を含め、今後とも広範な国民
的議論を展開すること。

二　市町村の分別収集のための施設に対する支援等、分別収集を行う市町村に対し財政
上の配慮を行うよう努めること。なお、既存の民間リサイクルシステムが円滑に運用
されるよう配慮すること。
　さらに、分別収集計画の作成に際しては、民間リサイクル関係者の意見を斟酌する
こと。

　三　各市町村が自ら分別収集に要した費用を極力公表するよう指導すること。
　四　再商品化計画を策定する際は市町村の動向を十分考慮するとともに、各地域の再商

品化技術及び再商品化事業者の動向について調査を行うよう努めること。
　五　再商品化計画における再商品化可能性の拡大に資するよう、分別基準適合物の用途

開発に対する財政・金融上の措置を講ずる等、引き続き環境整備を積極的に行うこと
。

　六　指定法人の事業の運営については、透明性・公平性が確保され、かつ、民間事業者
等の創意工夫が十分発揮されるよう組織・構成、人事等において特段の配慮を行うこ
と。
　特に、入札制度の在り方については、評議員会の設置等を通じて適切に行うよう指
導すること。

　七　本法の運用が除外、若しくは猶予される中小企業者等においても、リサイクル推進
の重要性を踏まえ、適切な対応に努めるよう指導すること。

　八　製品等の原料採取から廃棄に至る全段階での環境への負荷を評価するための手法に
ついて調査研究を進め、その確立を図るよう努めること。

　九　本法の政省令の制定及び本法の運用に当たっては、国民各層の意見が十分反映され
るよう努めるとともに、本法が十分な効果を上げるよう普及啓発に努めること。


